
令和６年度京都市脱炭素先行地域づくり事業補助金 既存住宅の断熱改修等補助 

よくあるご質問とその回答 

 

No. 質問 回答 

 補助要件について  

1 

ﾁﾗｼや手引きに補助額の上限 120 万円

と 300 万円の 2 つ記載がありますが､違

いは何でしょうか? 

断熱改修工事に対する補助額の上限が 120万円です｡断熱改修工事

に併せて実施する設備(太陽光発電設備､蓄電池､ｴｱｺﾝ等)の設置に対

する補助額の上限が､設置する設備全ての合計で 300 万円です｡ 

2 
現在居住していない(又は所有してい

ない)住戸は対象になりますか? 

現在居住していなくても専用住居で所有･居住予定があれば対象

になります｡ただし､原則として令和 9 年度末(2028 年 3 月)までに当

該住宅を所有･居住したうえで､登記事項証明書と住民票の写しを提

出する必要があります｡ 

3 
所有者が居住しておらず親族が居住

しているのですが対象になりますか? 

原則として令和 9 年度末(2028 年 3 月)までに改修する住宅を所有

し､居住することが要件となりますので､この要件を満たすことが可

能な方は申請できます｡ 

4 

親の住宅を相続し入居することにな

りました｡入居前にﾘﾌｫｰﾑするのですが､

本制度の補助対象事業となりますか? 

住宅の所有･居住前であっても申請いただくことは可能です｡相続

を受ける方が原則として令和 9 年度末(2028 年 3 月)までに当該住宅

を所有･居住した後に､登記事項証明書と住民票の写しを提出してい

ただく必要があります｡ 

5 

個人が複数の住宅を所有している場

合､常時居住する住宅と､賃貸に出して

いる物件の両方の申請は認められます

か? 

常時居住する住宅のみ補助金の対象となります｡ 

6 
二世帯住宅は｢戸建住宅｣として申請

することは可能ですか? 

二世帯住宅は､本事業において集合住宅とみなし､対象外です｡た

だし､内部で行き来ができる建物に限り､戸建住宅として申請するこ

とができます｡その場合､補助金の上限額は最大で 420 万円となりま

す(一戸として扱います)｡ 

7 
長屋住宅は｢戸建住宅｣として申請す

ることは可能ですか? 
長屋住宅は､本事業において集合住宅とみなし､対象外です｡ 

8 
築何年以上など築年数に制限はあり

ますか? 
築年数に関する条件はありません｡ 



9 
買取再販業者ですが､申請することは

可能ですか? 

申請可能です｡ただし､買取再販業者等の法人が既存住宅を買い取

り､本交付金によって､既存住宅断熱改修を行った住宅を住宅購入者

に販売する場合､交付金額相当分を住宅購入者に還元していただく

ことが必要です｡ 

また､住宅購入者が改修後に当該住宅を所有し､居住されたことを

確認するために､登記事項証明書と住民票の写しを提出いただく必

要があります｡ 

また､別の施工業者にﾘﾌｫｰﾑ工事を発注(工事請負契約)する必要が

あります｡ 

10 

買取再販業者として補助金を受け取

った場合､居住者ではなく別の事業者

(法人等)に販売することは認められま

すか? 

買取再販業者等の法人として補助金を受け取られた場合､別の事

業者(法人)への販売は認められません｡ 

常時居住する方に販売したうえで､交付金額相当分を還元し､登記

事項証明書と住宅購入者の住民票の写しを提出いただく必要があり

ます｡ 

11 
子ども部屋や寝室は主たる居室に含

まれますか? 

主たる居室とは､就寝を除き日常生活上在室時間が長い居室のこ

とであり､居間(ﾘﾋﾞﾝｸﾞ)､食堂(ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ)及び台所(ｷｯﾁﾝ)を指します｡

子ども部屋や寝室は含まれません｡ 

12 
戸建住宅で､1 階が店舗や事務所､2 階

に住宅がある場合は対象になりますか? 

戸建住宅において､店舗､事務所等と居住部分が同一の住宅は､住

宅部分が階層や壁などで物理的に明確に区分されていれば補助対象

となります｡ただし､登記事項証明書上の名義が個人の場合に限りま

す(会社名義不可)｡ 

判断が難しい場合には事前に補助金事務局にご相談ください｡ 

13 

住宅の断熱性能が補助要件の性能値

をすべて満たしている場合､申請するこ

とは可能ですか? 

断熱改修工事を新たに実施されない場合(実施する必要がない場

合)は､申請いただけません｡太陽光発電設備､蓄電池､省ｴﾈ機器のみ

の申請は対象となりません｡ 

14 
対象工事のうち､任意の工事のみでも

申請することは可能ですか? 

本事業は新たに実施される断熱改修工事に対する補助制度である

ため､任意の工事のみでは申請できません｡ 

15 

住宅の全ての窓がすでに補助要件の

性能値を満たしている場合､工事ﾊﾟﾀｰﾝ

②を選択し､太陽光発電設備や省ｴﾈ機器

のみの設置は補助対象となりますか? 

新たに実施する断熱改修工事に伴う設備導入が補助対象となるた

め､断熱改修工事が伴わない場合の設備導入は対象となりません｡ 

その場合は､工事ﾊﾟﾀｰﾝ①を選択してください｡ただし､すでに窓･

ｶﾞﾗｽは要件の性能値を満たしているため､天井･床･外壁から 1部位以

上の改修でも補助対象とします｡ 

16 

太陽光発電設備をすでに設置してい

る場合､工事ﾊﾟﾀｰﾝ②を選択し､窓･ｶﾞﾗｽ

のみの改修は補助対象となりますか? 

工事ﾊﾟﾀｰﾝ②は新たに太陽光発電設備を設置する場合に限られま

す｡工事ﾊﾟﾀｰﾝ①を選択し､2 部位以上の断熱改修工事を実施してくだ

さい｡ 



17 
工事ﾊﾟﾀｰﾝ②に該当する場合､玄関ﾄﾞｱ

の改修は実施しなくてもよいですか? 

玄関を改修する居室等に含める場合は､玄関ﾄﾞｱの改修は必須で

す｡工事ﾊﾟﾀｰﾝ②の場合､要件となる最低改修率は 100%となり､玄関も

改修する居室等に含まれるため､玄関ﾄﾞｱの改修は必ず実施してくだ

さい｡ 

18 

住宅の全ての窓がすでに補助要件の

性能値を満たしており玄関ﾄﾞｱのみを改

修したい場合､工事ﾊﾟﾀｰﾝ②を選択し申

請することは可能ですか? 

玄関ﾄﾞｱは､本事業における改修部位としてｶｳﾝﾄしないため､御質

問の状況の場合は工事ﾊﾟﾀｰﾝ①の要件を満たす必要があります｡ 

ただし､改修する居室に玄関を含めていただかないと玄関ﾄﾞｱは対

象となりません(主たる居室に加えて､玄関においても 2 部位以上の

断熱改修が必要です)｡ 

19 
窓だけを改修する部屋､床だけを改修

する部屋があってもよいでしょうか? 

改修する居室等においては､選択した改修部位をすべて改修して

いただく必要があります｡つまり､窓と床を選択した場合､原則とし

て窓も床も両方改修いただく必要があります｡ 

20 

窓の断熱改修について､全ての窓を改

修する必要があるでしょうか?それとも

1 部屋分や 1 箇所だけでもよいでしょう

か? 

改修する居室等においては､すべての窓を改修いただく必要があ

ります｡ただし､本補助金で求める性能要件を満たしている既設の窓

については､改修を要件としません｡ 

21 

窓の断熱改修を実施する場合､窓の改

修が難しい箇所は施工しなくてもよい

ですか? 

原則として､申請の手引きにおいて改修を要件としない窓として

明記している窓以外は改修が必要です｡ 

22 屋根断熱も補助対象になりますか? 

屋根断熱は天井断熱の一種とし､本事業で選択する部位における

｢天井｣とみなします｡申請の手引き表 3の性能値を満たす製品や施工

方法を用いて改修してください｡ 

なお､屋根葺替や屋根塗装､防水工事等の断熱材を用いない工事は

補助対象となりません｡ 

23 ｿｰﾗｰｶｰﾎﾟｰﾄは補助対象となりますか? 
ｿｰﾗｰｶｰﾎﾟｰﾄは対象となりません｡住宅の屋根に設置する家庭用太

陽光発電設備が対象です｡ 

24 

空調設備や給湯設備について､既存の

設備がない場合など､交換でなく新設も

対象でしょうか? 

補助要件を満たしていれば､既設設備の更新だけでなく新設も補

助対象となります｡新設の場合の削減効果の計算方法についてはお

問い合わせください｡ 

25 
増築を伴う断熱改修工事を考えてい

ますが､申請できますか? 

増築部分が住宅である場合は原則として申請できます｡ただし､既

築住宅部分も断熱改修に含めたうえで､改修率の要件を既築住宅部

分のみでも満たす工事計画としてください｡なお､増築が離れや別棟

の建築等に関する内容である場合は対象となりません｡ 

26 
交付決定前に解体工事を行ってもよ

いですか? 

解体工事(設備等の撤去含む)が断熱改修工事の契約に含まれる場

合(契約が一体の場合)､交付決定前に契約締結又は着工された時点

で事業着手となり補助対象外となりますのでご注意ください｡ 

27 
交付決定前に｢建築確認申請｣を実施

することはできますか? 

可能です｡ただし､工事契約及び工事着工は交付決定通知日以降に

行ってください｡ 



28 
国の他の補助金との併用はできます

か? 

原則として､本事業と補助対象工事が重複する国の他の補助制度

との併用はできません｡ 

なお､地方公共団体の補助制度については､国費が充当されている

ものを除き､併用可能です｡ 

また､補助対象となる部位が重複しない場合で､本事業で実施する

工事の請負工事契約と､他の補助制度で対象とする工事の請負工事

契約が別である場合については､併用することができる場合があり

ますので､詳細は補助金事務局にご相談ください｡ 

29 

京都安心すまい応援金(京都市子育て

世帯既存住宅取得応援金)や｢まちの匠･

ぷらす｣(京町家･木造住宅耐震･防火改

修支援事業)との併用はできますか? 

それぞれの補助金の条件を満たしていれば併用できます｡ 

30 
再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ 100%電力とは何です

か? 

再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ(太陽光､風力､水力､ﾊﾞｲｵﾏｽ､地熱)によって発電さ

れた電力です(再ｴﾈ等電力証書の活用による調達を含みます)｡ 

再ｴﾈ等電力証書とは､地球温暖化対策推進法に基づく温室効果ｶﾞｽ

排出量算定･報告･公表制度における調整後排出量の算定･報告に利

用可能な国内認証排出削減量･海外認証排出削減量(J-ｸﾚｼﾞｯﾄ､ｸﾞﾘｰﾝ

電力証書､JCM､非化石証書等)とします｡ 

再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ 100%の電気ﾌﾟﾗﾝに切り替えていただくことで､CO2

排出が実質ｾﾞﾛの電気を使用することができ､脱炭素先行地域の目的

達成に繋がります｡ 

31 
再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ 100%電力にはどのよ

うにして切り替えればよいですか? 

一般的に電気契約を別の電力会社に変更される際と同様の手続で

す｡ 

なお､電気契約の切替先は特定の電力会社に限定していないため､

大手の電力会社を含む小売電気事業者が提供する再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ

100%の電気ﾌﾟﾗﾝであればどの電力会社のものを選択いただいても問

題ありません(現在契約されている電力会社で再ｴﾈ 100%ﾌﾟﾗﾝを提供

されていれば､そちらのﾌﾟﾗﾝへの変更でも問題ありません｡) 

32 

｢改修する住宅で使用する電力を､再

生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ 100%電力にすること｣とい

うのは､太陽光発電設備で発電した電力

を 100%住宅で使うという意味でしょう

か? 

太陽光発電設備の設置は必須ではありません｡住宅の電気契約を

再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ由来 100%の電気のﾒﾆｭｰに切り替えていただくことが

必要です｡ 

33 

｢改修する住宅で使用する電力を､再

生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ 100%電力にすること｣とい

うのはｵｰﾙ電化にしなければならないと

いう意味でしょうか? 

ｵｰﾙ電化にすることは必須ではありません｡住宅の電気契約を再生

可能ｴﾈﾙｷﾞｰ由来 100%の電気のﾒﾆｭｰに切り替えていただくことが必要

です｡ 



34 

再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ 100%電力への切替先

として推奨･指定する電力会社はありま

すか? 

推奨や指定の電力会社はありません｡再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ 100%の電気

ﾌﾟﾗﾝであればどの電力会社でも問題ありません｡(現在契約されてい

る電力会社で再ｴﾈ 100%ﾌﾟﾗﾝを提供されていれば､そちらのﾌﾟﾗﾝへの

変更でも問題ありません｡) 

35 

補助金により取得､効用の増加した財

産の処分(譲渡､貸付､取壊し､廃棄等)に

制限はありますか? 

事業完了後､法定耐用年数以内(断熱改修は 10 年以内)に取得財産

等を処分しようとするときは､予め補助事業財産処分承認申請書を

補助金事務局に提出し､その承認を受けなければなりません｡ 

万一､未承認のまま財産処分が行われた場合､補助金事務局は交付

決定を取り消し､補助金全額の返還を求めることがあります｡ 

 申請手続きについて  

36 

補助金事務局の事務所に行って直接

お話を聞くことや申請書類を持参する

ことはできますか? 

直接は受け付けておりません｡ご質問や申請は電子ﾒｰﾙにてお願い

します｡ 

37 
申請書の事前ﾁｪｯｸをお願いしたいの

ですが､可能ですか? 

事前ﾁｪｯｸは行っていません｡申請に際し､ご不明な点があれば電子

ﾒｰﾙにてお問い合わせください｡ 

38 申請の流れを教えてください｡ 

詳細は申請の手引き｢7 申請手続きの流れ｣をご確認ください｡公募

期間内に必要書類を整えて補助金事務局まで電子ﾒｰﾙにより提出し

てください｡ 

提出された申請書の内容について審査基準に基づいて審査を行い

ます｡ 

採択となった申請者には｢交付決定通知書｣をお送りしますので､

｢交付決定通知書｣の到着を確認してから､補助事業に係る一連の契

約･工事に取り掛かってください｡その後､補助事業に係る工事の施

工及び支払いが完了した時点で速やかに｢完了実績報告書｣をご提出

いただきます｡当該報告について所要の審査を行い､問題がないこと

を補助金事務局が確認したうえで､｢交付額確定通知書｣を発行しま

す｡ 

39 

個人が申請するのか､施工業者が申請

するのかどちらでしょうか?施工業者も

申請できますか? 

断熱改修する住宅を所有及び居住している個人の方が申請者とな

ります｡ただし､交付申請書(第 1 号様式)の委任の欄に必要事項を記

載いただくことで､施工業者に申請作業を委任することが可能です｡ 

40 
共有名義の場合､どのように申請すれ

ばよいでしょうか? 

共有名義の場合､所有者の一人を代表者として申請してください｡

ただし､別紙 6 の提出により､共有者すべての同意を得ていただく必

要があります｡また､提出いただく各書類の申請者名は代表者一人で

統一してください｡ 



41 
断熱改修の工事中や完了後の申請は

可能でしょうか? 

既に断熱改修工事が始まっている場合や完了している場合は､本

補助金を利用できません｡ただし､申請者が居住･所有する住宅の場

合で､令和 6 年 4 月 15 日から令和 6 年 6 月 3 日までの期間に事業着

手されたものについてはこの限りではありません(補助要件を満た

す必要があります)｡ 

42 
申請後､どのように採択されるのでし

ょうか? 

申請書の到着順に審査を行います｡ 

申請書類に不備がないことを確認してから(受理後)､最大 30 日程

度で交付の可否を通知します｡ 

43 申請時に見積書は必要でしょうか? 

工事を実施する施工業者の見積書が必要です｡申請時の必要書類

につきましては申請の手引きをご確認ください｡ 

断熱改修についてはこちら 

▼https://zerocarbonkyoto.city.kyoto.lg.jp/wp-

content/uploads/2024/08/20240819_%E6%97%A2%E5%AD%98%E6%94%B9

%E4%BF%AE%E6%89%8B%E5%BC%95%E3%81%8D%E3%80%90%E7%AC%AC3%E7%8

9%88%E3%80%91.pdf 

太陽光発電や空調等の設備についてはこちら 

▼https://zerocarbonkyoto.city.kyoto.lg.jp/wp-

content/uploads/2024/05/R6_guidance.pdf 

https://zerocarbonkyoto.city.kyoto.lg.jp/wp-content/uploads/2024/08/20240819_%E6%97%A2%E5%AD%98%E6%94%B9%E4%BF%AE%E6%89%8B%E5%BC%95%E3%81%8D%E3%80%90%E7%AC%AC3%E7%89%88%E3%80%91.pdf
https://zerocarbonkyoto.city.kyoto.lg.jp/wp-content/uploads/2024/08/20240819_%E6%97%A2%E5%AD%98%E6%94%B9%E4%BF%AE%E6%89%8B%E5%BC%95%E3%81%8D%E3%80%90%E7%AC%AC3%E7%89%88%E3%80%91.pdf
https://zerocarbonkyoto.city.kyoto.lg.jp/wp-content/uploads/2024/08/20240819_%E6%97%A2%E5%AD%98%E6%94%B9%E4%BF%AE%E6%89%8B%E5%BC%95%E3%81%8D%E3%80%90%E7%AC%AC3%E7%89%88%E3%80%91.pdf
https://zerocarbonkyoto.city.kyoto.lg.jp/wp-content/uploads/2024/08/20240819_%E6%97%A2%E5%AD%98%E6%94%B9%E4%BF%AE%E6%89%8B%E5%BC%95%E3%81%8D%E3%80%90%E7%AC%AC3%E7%89%88%E3%80%91.pdf
https://zerocarbonkyoto.city.kyoto.lg.jp/wp-content/uploads/2024/05/R6_guidance.pdf
https://zerocarbonkyoto.city.kyoto.lg.jp/wp-content/uploads/2024/05/R6_guidance.pdf


44 

補助単価を用いて算出した補助対象

経費と見積書による補助対象経費を比

較する場合､見積書の中の補助対象とな

る費目と補助対象外となる費目はどの

ようなものですか? 

補助対象経費は､補助事業の実施に必要な建築材料(高性能建材)

の購入経費及び必要な工事に要する経費です｡ 

詳しくは､｢地域脱炭素移行･再ｴﾈ推進交付金実施要領別表第 1:設

備整備事業｣をご確認ください｡ 

▼https://policies.env.go.jp/policy/roadmap/assets/grants/

2-4-CDS-jisshi-yoko-appx1-4-taisho-keihi-240301.pdf 

補助対象外経費の例は以下のとおりです｡判断に迷われる場合は､

補助金事務局にお問い合わせください｡ 

・ 建物の建設工事費 

・ 設備設置等にあたり必要な建築物の躯体に関する工事費 

・ ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ等の外壁材改修､外壁塗装､屋根葺替､屋根塗装､遮熱

ｼｰﾄ､防水工事､ｸﾛｽ､ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ等の仕上げ材､網戸・雨戸・ｼｬｯﾀｰ等

の窓付属部材等に係る費用 

・ 既存設備(断熱材含む)の解体､撤去､移設､処分に係る費用 

・ 商用化されていない設備や中古設備の導入に係る費用 

・ 実証段階や研究開発段階の設備等の導入に係る費用 

・ 産業廃棄物及び廃材の処分費 

・ 導入した設備等の維持管理費(ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ) 

・ 電力会社や所轄行政機関等への申請・ 届出・ 登録に係る

費用 

・ 補助金の交付決定が行われる前に発生した経費 

・ 本補助金の申請手続きに係る費用(申請手続きの委託費や手

数料) 

・ 販売事業者や工事会社などへの振込手数料 

45 
断熱塗料や遮熱塗料は補助対象です

か? 

断熱材を用いた改修が補助対象であり､塗料は補助対象ではあり

ません｡また､屋根葺替や遮熱ｼｰﾄも対象ではありません｡ 

46 

基準単価に含まれるのは材料費のみ

でしょうか?工事費も別に計上できます

か? 

基準単価には､材料費だけでなく工事費など補助対象経費が含ま

れています｡補助対象経費について詳しくは､｢地域脱炭素移行･再ｴﾈ

推進交付金実施要領別表第 1:設備整備事業｣をご確認ください｡ 

▼https://policies.env.go.jp/policy/roadmap/assets/grants/

2-4-CDS-jisshi-yoko-appx1-4-taisho-keihi-240301.pdf 

47 
玄関ﾄﾞｱの基準単価はいくらでしょう

か? 

玄関ﾄﾞｱについては基準単価を設定していません｡見積書の補助対

象経費の 2/3が補助額となります｡ただし 1戸あたり 5万円が上限で

す｡ 

48 
いつまでに工事を終える必要があり

ますか? 

実績報告書の提出期限が令和 7 年 2 月 14 日ですので､それまでに

工事及び支払いを完了いただく必要があります｡ 

https://policies.env.go.jp/policy/roadmap/assets/grants/2-4-CDS-jisshi-yoko-appx1-4-taisho-keihi-240301.pdf
https://policies.env.go.jp/policy/roadmap/assets/grants/2-4-CDS-jisshi-yoko-appx1-4-taisho-keihi-240301.pdf


49 
交付決定以降に工事内容を変更して

も良いですか? 

交付決定後の申請内容の変更は原則認められません｡やむを得ず

変更する可能性が生じた場合には､必ず事前にその内容を補助金事

務局にご相談ください｡ 

50 

完了実績報告書提出の際に必要な｢領

収書｣が発行できない場合､他の書類で

も代用は可能ですか? 

領収書が発行できない場合は､支払いの実績が確認できる｢振込先

(元請業者等)が発行する経理書類｣や｢金融機関発行の振込証明書｣

等を提出してください｡ 

ただし､以下の情報が明記されている書類であることを確認して

ください｡ 

・ 発行日(交付決定通知書の日付以降であること) 

・ 発行者 

・ 振込者名(補助事業者名であること) 

・ 振込先名(金融機関発行の証明書の場合のみ) 

・ 領収又は振込金額 

・ ｢補助対象経費を含む｣の記載がされていること 

※ﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ等の振り込み明細画面を印刷した物だけでは不可と

します｡ 

51 

完了実績報告書提出の際に必要な｢契

約書｣ですが､電子契約書でも可能でし

ょうか? 

電子契約でも契約に必要な項目が記載されていれば可能です｡ 

ただし､契約日や契約者等､要件を確認する項目は､契約書面上に

明記されている必要があります｡工事請負契約を注文書及び注文請

書(請書)で取り交わす場合も同様です｡ 

52 施工業者の指定や紹介はありますか? 
本補助金において断熱改修工事の指定業者はありません｡また､施

工業者の紹介はしておりません｡ 

53 
断熱改修工事を行う事業者は事前の

登録が必要ですか? 
施工業者の事前登録といった定めはありません｡ 

54 

断熱改修と設備(太陽光発電､蓄電池､

ｴｱｺﾝ等)で施工業者が異なってもよいで

しょうか? 

施工業者が複数になることは問題ありません｡ただし､補助対象と

なるすべての工事を 1 つの申請とし､期限までにすべての工事･支払

いを完了して実績報告書を提出いただく必要があります｡ 

55 

電力需要計算書(別紙 4)について､申

請時点では改修する住宅とは別の住宅

に住んでいる場合はどうすればよいで

すか? 

申請時点で居住されている住宅の電力需要を記載し提出してくだ

さい｡ 

 補助対象要件に適合する製品等について 

56 
断熱材や窓など補助対象設備の製品

に指定はありますか? 
要件の性能値を満たしていれば､製品に指定はありません｡ 



57 

断熱改修に用いる製品が要件の性能

値を満たすかどうかは､どのように確認

をしたらよいですか? 

基準に適合する断熱材等の具体的な製品､施工方法については､断

熱建材協議会のｳｪﾌﾞｻｲﾄを参考にしてください｡ 

▼http://dankenkyou.com/energy_saving2.html 

 

※上記に登録されていない製品については､性能値を満たすこと

を示すｶﾀﾛｸﾞ等の根拠資料を提出いただく必要があります｡ 

58 

勝手口ﾄﾞｱやﾃﾗｽﾄﾞｱも改修したいので

すが補助対象製品はどのように選択し

たらよいですか? 

要件である性能値を満たす製品を選択してください｡また､｢製品

名｣にﾃﾗｽﾄﾞｱ､勝手口ﾄﾞｱの名称があるものを使用してください｡ 

59 
空調設備や給湯設備の補助対象製品

の条件は何でしょうか? 

断熱改修以外の設備の条件につきましては､｢令和 6 年度京都市脱

炭素先行地域づくり事業補助金のご案内｣をご確認ください｡ 

▼https://zerocarbonkyoto.city.kyoto.lg.jp/wp-

content/uploads/2024/05/R6_guidance.pdf 

60 
調光式LED照明とは具体的にどのよう

な照明でしょうか? 

断熱改修以外の設備の条件につきましては､｢令和 6 年度京都市脱

炭素先行地域づくり事業補助金のご案内｣をご確認ください｡ 

▼https://zerocarbonkyoto.city.kyoto.lg.jp/wp-

content/uploads/2024/05/R6_guidance.pdf 

 

（以上） 

http://dankenkyou.com/energy_saving2.html
https://zerocarbonkyoto.city.kyoto.lg.jp/wp-content/uploads/2024/05/R6_guidance.pdf
https://zerocarbonkyoto.city.kyoto.lg.jp/wp-content/uploads/2024/05/R6_guidance.pdf
https://zerocarbonkyoto.city.kyoto.lg.jp/wp-content/uploads/2024/05/R6_guidance.pdf
https://zerocarbonkyoto.city.kyoto.lg.jp/wp-content/uploads/2024/05/R6_guidance.pdf

